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国 

小平市第四次長期総合計画 

小平市空き家等対策計画 

都  東京における空き家施策実施方針 

関連計画 

小平市都市計画 

マスタープラン 
その他の計画 市 

小平市空き家等の適正管理に関する条例 

１．計画の概要 

（１）計画の背景 

少子高齢化や社会的ニーズの変化を背景として、全国的に空き家が増加する中、本市に

おいても、空き家の問題が深刻化することが懸念されています。 

空き家は適正な管理がなされていないと、防犯、防災、衛生環境面などで悪影響を及ぼ

します。そのため、空き家に関する対策や適切な措置を講じることが求められています。 

小平市においては、平成３１年３月に５年間を計画期間とする小平市空き家等対策計画

（以下、「前計画」という。）を策定し、計画に基づく各施策を講じてきました。 
 

（２）計画の目的 

   第二次小平市空き家等対策計画（以下、「本計画」という。）は、空家等対策の推進に関

する特別措置法（以下、「法」という。）の規定を踏まえ、空き家等に関する対策を総合的か

つ計画的に推進することを目的とします。 

  なお、法の一部を改正する法律（以下、「改正法」という。）が令和５年６月１４日に公布

され、公布の日から６か月以内に施行されることが示されたことから、改正法の内容に留

意する必要があります。 
 

（３）計画の位置づけ 

本計画は、法第６条（※）に規定する計画であり、国の「空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するための基本的な指針」(以下、「国指針」という。)に即しつつ、東京

における空き家施策実施方針、本市の上位計画や関連計画、「小平市空き家等の適正な管理

に関する条例」(以下、「条例」という。)との整合を図りながら、定めるものとします。 

※改正法の施行後は第７条となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針 
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（４）計画で対象とする空き家等 

本計画では、一戸建住宅の空き家と１棟全ての住戸が空き室となっている共同住宅・長

屋を対象とします。 

また、空き家等の対策においては、将来的に空き家数を増やさないための予防が重要と

なることから、現在使用されている住宅についても、啓発や相談対応等の対象とします。 

 

（参考）法における空家等の定義 

■「空家等」 

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常

態※であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、

国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。（法第２条第１項） 

  ※概ね年間通して建築物等の使用実績がないこと 

 

■「特定空家等」 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上

有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損な

っている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいう。（法第２条第２項） 

 

（参考）共同住宅等の考え方 

共同住宅・長屋について、１棟のうち一部住戸のみが空き室となっているものについて

は、本計画の対象外となります。 

 

（５）計画の対象地区 

計画の対象地区は市内全域とします。 

 

（６）計画期間 

計画期間は、令和６年度からの５年間とします。 

ただし、関係法令の改正、関連計画の改定及び社会情勢や市民ニーズの変化等を踏まえ、

必要に応じて、計画の内容や期間の見直しができることとします。 
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２．現状と課題 

（１）地勢 

小平市は東京都心の西方 26km、北緯 35 度 41 分 41.8 秒、東経 139 度 28 分 41.5 秒に位

置し、武蔵野台地上に平坦な地形をなしています。市域の東は西東京市、西は東大和市・

立川市に、南は小金井市・国分寺市に、北は東久留米市・東村山市に接しています。市域

は東西約 9km、南北約 4km で、面積は 20.51k ㎡であり、多摩 26 市中 10 番目の広さです。 

市内には 7つの鉄道駅があり、西武新宿線、西武拝島線が市を東西方向へ結び、JR武蔵

野線、西武国分寺線、西武多摩湖線が所沢、国分寺方面に連絡しています。 

また、市内を走る幹線道路は、市の中央を青梅街道、その北側を新青梅街道、南側を五

日市街道が東西方向に横断し東京の中心部を結び、府中街道、新小金井街道、小金井街道

が南北方向に縦断しています。 

玉川上水の開通に伴い新田開発がなされ、青梅街道に沿って列状に並ぶ農家と、その背

後に細長い短冊型の畑地と林地のある独特な集落が形成されてきた歴史があり、その後 7

つの駅周辺を中心に都市化が進み、住宅都市として発展してきました。 

 

図表１ 本市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1東経・北緯は、世界測地系を使用しています。 

※2面積は、令和 4年 4月１日時点で国土交通省国土地理院が公表した「全国都道府県市区町村別面積調」によ

る。 
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（２）人口の現状 

①人口 

小平市の人口は、令和 4年 1月 1日時点で 19万 5,361人であり、平成 14年(20年前)の

17万 4,333人と比べ、約 12%増加しました。平成 25年に対前年比で大きな増加率が確認で

きますが、これは外国人登録制度が廃止され平成 24年 7月 9日より外国人住民も住民基本

台帳制度の対象となる法改正があったためと推測されます。総人口は平成 5 年から緩やか

な増加を続けてきましたが、令和 4年に対前年比増加率がマイナスに転じ、ここ 30年で初

めて人口総数の減少が確認されました。 

 

図表２ 総人口の推移      令和 4年 1月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：統計書（令和 3年版） 
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小平市は、多摩 26市の中で 6番目に人口が多く、隣接する７市の中では西東京市に次い

で 2番目に人口が多くなっています。 

 

図表３ 多摩 26市の人口総数    令和 4年 1月 1日現在 単位（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都総務局、住民基本台帳人口 
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②年齢階層別の人口 

令和 4 年１月１日現在の年齢階層別の人口構成比を見ると、年少人口（0～14 歳）が

12.94％、生産年齢人口（15～64歳）が 63.54％、老年人口（65歳以上）が 23.52％となっ

ています。 

平成 30年から令和４年の年齢階層別人口の推移を見ると、生産年齢人口及び年少人口の

割合が減少傾向となっている一方、老年人口の割合が増加傾向となっています。 

 

図表４ 年齢階層別の人口（男女別）      単位（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都総務局、住民基本台帳人口 

 

図表５ 年齢３区分の推移       単位（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都総務局、住民基本台帳人口 
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③社会増減及び自然増減の推移 

住民基本台帳人口によると、社会増減については、ここ 10年一貫して増加傾向（転出よ

りも転入のほうが多い）となっています。 

自然増減については、平成 23（2011）年から平成 28（2016）年までは増加傾向（死亡よ

りも出生のほうが多い）となっていましたが、平成 29（2017）年以降、減少傾向（出生よ

りも死亡のほうが多い）となっています。 

 

図表６ 社会増減及び自然増減の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※自然増減・社会増減は、各年 7月 1日を基準とした過去一年間の合計数 

資料：統計書（令和 3年版） 

 

④世帯数の推移 

平成 5 年から世帯数は増加傾向にあり、令和 4 年とは、20 年前の平成 14 と比較して、

約 25％増加しています。１世帯当たりの人口は減少傾向であり、核家族化や単身世帯の増

加が進行しているものと推測されます。 

 

図表７ 世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：統計書（令和 3年版） 
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平成 20年から平成 30年まで、一戸建に住む 65歳以上の単身世帯数が 210世帯、一戸建

に住む 75 歳以上の単身世帯数が 510 世帯、一戸建に住む 65 歳以上の者のみの世帯数が

1,010世帯増加しています。 

 

図表８ 一戸建に住む高齢者世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住宅・土地統計調査 

 

⑤将来人口 

市の総人口は令和７(2025)年をピークに減少に転じ、市制施行 100周年を迎える 2060年

代には、14万人台になると推計されています。 

0～14 歳の年少人口は減少傾向、65 歳以上の高齢者数は増加傾向となっています。少子

高齢化が進んでいます。 

 

図表９ 将来人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、小平市人口推計報告書補足版（令和元年 8月）  
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（３）住宅の状況 

①住宅の所有と建て方 

住宅・土地統計調査による小平市の住宅の所有と建て方の戸数は以下のとおりです。住

宅数の推移は、増加傾向となっており、中でも、各年とも共同住宅の借家の戸数が最も多

くなっています。また、一戸建は全体では増加傾向にありますが、一戸建のうち借家は減

少傾向にあります。 

 

図表 10 住宅の所有と建て方       単位（戸） 

区分 
平成 15 年 平成 20 年 平成 25 年 平成 30 年 

戸数 合計 戸数 合計 戸数 合計 戸数 合計 

一戸建 

持ち家 22,540 

24,780 

26,690 

28,680 

30,130 

33,630 

31,590 

34,020 借家 1,950 2,000 1,530 1,360 

不詳 290 -10 1,970 1,070 

長屋建 

持ち家 540 

1,130 

300 

970 

610 

1,570 

410 

1,260 借家 510 680 780 740 

不詳 80 -10 180 110 

共同住宅 

持ち家 7,540 

43,310 

11,460 

46,620 

10,400 

46,190 

9,920 

48,530 借家 33,580 35,040 33,910 36,180 

不詳 2,190 120 1,880 2,430 

その他 

持ち家 80 

100 

100 

140 

20 

100 

80 

170 借家 10 30 40 50 

不詳 10 10 40 40 

不詳 

持ち家 0 

0 

0 

10 

-10 

-10 

0 

-10 借家 0 -10 0 0 

不詳 0 20 0 -10 

総数 

持ち家 30,700 

69,320 

38,550 

76,420 

41,150 

81,480 

42,000 

83,970 借家 36,050 37,740 36,260 38,330 

不詳 2,570 130 4,070 3,640 

※統計資料においては、各区分を合計をする際と、総合計をする際の総数にそれぞれ不詳数が含まれることか

ら、上記表のように各区分についての不詳数と総数に対する不詳数を表記しています。 

資料：「平成 15、20、25、30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局) 

 

図表 11 住宅の建て方 

 

 

 

 

 

 

 

※上記表は図表７の各区分の合計値をグラフ化したものであり、加算しても不詳数が含まれる総数とは必ずしも

一致するとは限りません。 

資料：「平成 15、20、25、30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局) 
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②住宅の建築時期 

平成 30年住宅・土地統計調査による小平市の住宅の建築時期は、持ち家の住宅では平成

23年～平成 27年築の住宅が最も多く、次いで昭和 56年～平成 2年築の住宅が多くなって

います。借家では昭和 56年～平成 2年築の住宅がもっとも多く、次いで平成 3年～平成 7

年築の住宅が多くなっています。 

また、昭和 55年以前に建築された住宅を旧耐震基準とした場合、持ち家の旧耐震基準の

割合は 15.8％となっており、借家の旧耐震基準の割合 12.4％よりも 3.4ポイント多い状況

となっています。 

 

図表 12 住宅の建築時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局) 

図表 13 住宅の建築時期（３区分） 

 

 

 

 

 

資料：「平成 30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局) 
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③住宅建設・住宅市場 

新設住宅着工数は、平成 29 年に大きく減少しましたが、その後は増加し平成 30 年に

1,822戸となりました。その後減少しましたが、令和２年以降増加に転じ、令和３年に 2,115

戸となっています。 

利用関係にみると、平成 29年から令和２年まで貸家の割合が高くなりましたが、その後

は分譲住宅の占める割合が高くなっています。 

戸あたりの床面積は、平成 13年以降、持ち家では増減があるものの減少傾向にあります。

貸家が 40㎡前後、分譲住宅が 90㎡前後で横ばいになっています。 

 

図表 14 新設住宅着工数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：建築統計年報 

 

図表 15 戸あたり床面積の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：建築統計年報 
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④地価の状況 

国土交通省が公表している地価公示によると、小平市の平均価格は平成 30年から令和 2

年まで上昇傾向にあり、令和 2 年から令和 4 年に関しては、概ね均衡状態にあります。令

和 4 年は 229,500 円／㎡であり、多摩 26 市では 12 番目となっています。小平市に隣接す

る 7市の中では小金井市が最も高くなっています。 

 

図表 16 住宅地の地価平均価格の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 地価公示 

図表 17 住宅地の地価平均価格の多摩 26市比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 地価公示 

 

⑤土地の取引件数 

小平市の土地取引件数（国土交通省 土地総合情報システム）の推移をみると、小幅な変

動は見られますが、300件台が続いています。 

 

図表 18 土地取引件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省 土地総合情報システム 
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（４）空き家等の状況 

①空き家数、空き家率の推移 

住宅・土地統計調査によると、小平市の空き家の合計は増加傾向にあり、平成 30年は空

き家数 12,960 戸で住宅数 97,420 戸に占める空き家の割合は 13.30％となっています。空

き家のうち、賃貸用の住宅が最も多く、次いでその他の住宅が多くなっています。 

 

図表 19 空き家数の推移 

住宅数 
平成 20 年 平成 25 年 平成 30 年 

86,760 93,650 97,420 

空き家数 平成 20 年 平成 25 年 平成 30 年 

二次的住宅 60 140 30 

賃貸用の住宅 7,730 8,090 10,490 

売却用の住宅 740 440 210 

その他の住宅 1,560 2,150 2,230 

※合計 10,070 10,830 12,960 

割合 11.61% 11.56% 13.30% 

※住宅・土地統計調査は、標本抽出方法により算出され、空き家数は集合住宅の「空き室」を含んだ数となって

います。 

※統計表の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しません。

（市区町村は、1位を四捨五入して 10位までを有効数字として表章） 

資料：「平成 20、25、30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局) 

 

図表 20 空き家の内訳の推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 20、25、30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局) 
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その他： ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするな

ど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅： 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の住宅： 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅： 上記以外の人が住んでいない住宅で、例えば、転勤・入院などのため居住世

帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことにな

っている住宅など（注：空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 
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②多摩 26市との比較 

平成 30 年住宅・土地統計調査によると、多摩 26 市の住宅総数のうち空き家が占める割

合の平均は 10.9％であり、小平市の空き家が占める割合 13.3％は昭島市と同率で多摩 26

市中 2 番目になります。また、住宅総数のうち空き家となっている「賃貸用の住宅」の占

める割合が 10.8％（10,490 戸）で多摩 26 市中 3 番目となり、空き家の割合を高くしてい

る要因となっていることが窺えます。 

 

図表 21 多摩 26市の空き家の割合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局) 

 

図表 22 多摩 26市の賃貸用の住宅（空き家）の割合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「平成 30年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局) 

  

1
2
.2

%

1
1
.4

%

1
0
.9

%

1
0
.6

%

1
1
.9

%

1
1
.4

%

1
3
.3

%

9
.9

%

9
.6

%

1
0
.2

%

1
3
.3

%

1
0
.2

%

9
.8

%

1
0
.3

%

1
4
.8

%

1
0
.8

%

9
.4

%

9
.5

%

9
.7

%

1
0
.8

%

1
1
.1

%

1
0
.7

%

8
.8

%

1
1
.9

%

1
0
.1

%

8
.8

%

八
王
子
市

立
川
市

武
蔵
野
市

三
鷹
市

青
梅
市

府
中
市

昭
島
市

調
布
市

町
田
市

小
金
井
市

小
平
市

日
野
市

東
村
山
市

国
分
寺
市

国
立
市

福
生
市

狛
江
市

東
大
和
市

清
瀬
市

東
久
留
米
市

武
蔵
村
山
市

多
摩
市

稲
城
市

羽
村
市

あ
き
る
野
市

西
東
京
市

0%

5%

10%

15%

20%
割合 小平市の割合 多摩26市平均

8
.9

%

9
.2

%

8
.3

%

8
.1

%

7
.1

%

8
.2

% 1
1
.3

%

7
.1

%

7
.2

%

7
.9

% 1
0
.8

%

8
.1

%

7
.3

%

6
.9

%

1
2
.2

%

7
.9

%

7
.4

%

6
.3

%

7
.0

%

6
.8

%

7
.6

%

8
.6

%

6
.7

%

8
.6

%

6
.1

%

6
.2

%

八
王
子
市

立
川
市

武
蔵
野
市

三
鷹
市

青
梅
市

府
中
市

昭
島
市

調
布
市

町
田
市

小
金
井
市

小
平
市

日
野
市

東
村
山
市

国
分
寺
市

国
立
市

福
生
市

狛
江
市

東
大
和
市

清
瀬
市

東
久
留
米
市

武
蔵
村
山
市

多
摩
市

稲
城
市

羽
村
市

あ
き
る
野
市

西
東
京
市

0%

5%

10%

15%
賃貸用の住宅（空き家）の割合 小平市の割合 多摩26市平均



 

15 

 

（５）令和４年度小平市空き家等実態調査結果 

本市のこれまでの空き家等に関する調査は、平成 24 年度に市内全域の建築物約 80,000

戸を対象として、建築物等現況調査を実施し、543件の空き家等と推定される建物を確認し

ました。また、平成 28 年度には、前計画の策定の際に、必要な基礎資料を確保するため、

小平市空き家等実態調査を行い、314件の空き家等と推定される建物を確認しています。 

 

①調査目的 

・本計画の策定に向け、必要な基礎資料を確保するため。 

   ②調査内容 

・現地実態調査（市が把握している空き家等 802件） 

・所有者等意向調査（現地実態調査から、空き家等と推定された建物所有者等に対して

実施） 

    ③調査期間 

  ・令和 4年 7月から令和 4年 11月まで 

 ④調査結果の概要 

・現地実態調査では外観目視により、515件の建物が空き家等と推定されました。 

・所有者等意向調査では、建物所有者等に対し、503件のアンケートを発送し、266件の

有効回答がありました。（有効回答率 52.9％） 

・現地実態調査及び所有者等意向調査により 410件の建物が空き家等と判定されました。 
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市内の空き家等の分布図（令和４年度空き家等実態調査結果） 
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屋根 件数 割合

合計 515件 100.0%

問題なし 408件 79.2%

確認できない 7件 1.4%

穴あき又は波打ち 6件 1.2%

一部損傷 94件 18.3%

⑤主な調査結果 

■現地実態調査 

・空き家等の主用途 

図表 23 のとおり、戸建住宅の割合は平成 28 年調査時から変化は見られませんが、件数

は 178件増加しています。「店舗兼住宅」と「事務所等」を合わせた件数及び割合に増加が

見られました。 

 

図表 23 空き家等の主用途（平成 28年度及び令和 4年度調査比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建築年月の集計 

図表 24 のとおり、空き家等の半数以上が旧耐震基準で建築された建物となっています。 

 

図表 24 空き家等の建築年月（新旧耐震基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋根（軒下も含む）の損傷状況 

図表 25のとおり、約 2割の建物で屋根の損傷が見られます。 

 

図表 25 屋根の損傷状況 
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56.9%

新耐震基
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25.0%

不明

18.1%

0.3%

0件 0.0%

0件 0.0%

314件 100.0%

戸建住宅 448件 87.0%

集合住宅※1 21件 4.1%

主用途
R4 合計

件数 割合

H28 合計

件数 割合

270件 86.0%

21件 6.7%

合計 515件 100.0%

事務所等 10件 1.9%

不明※2 2件 0.4%

長屋 6件 1.2%

倉庫、物置 3件 0.6%

店舗兼住宅 25件 4.9%

その他 0件 0.0%

0件 0.0%

3件 1.0%

19件 6.1%

1件
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・外壁の状況 

図表 26のとおり、約２割の建物で外壁の損傷が見られます。 

 

図表 26 外壁の状況 

 

 

 

 

 

 

 

・老朽度・管理不全度の集計結果 

図表 27 及び図表 28 のとおり、現地実態調査の結果から老朽度と管理不全度を数値化し

てＡからＥの５段階で評価しました。老朽度・管理不全度が低いＤとＥを合わせた割合が

９割近くとなっており、概ね適正な状態であることを確認しました。 

 

図表 27 老朽度判定                  図表 28 管理不全度判定 

       

    

 

 

 

 

 

   

   

 

 

なお、前回実施した平成２８年度空き家等実態調査結果と比較すると、老朽度について

は、それほど変化はしていませんが、管理不全度については、ＢとＣを合わせた割合が増

加しており所有者の高齢化等に伴い、管理不全度が進行している状況を確認しました。 

  

※令和4年12月時点で「1件解体」確認済み。

（参考）前回割合

0.0%

0.0%

2.9%

72.6%

24.5%

0.0%

100.0%

確認できない 9件 1.7%

合計 515件 100.0%

Ｄ ↓ 340件 66.0%

Ｅ 低い 102件 19.8%

Ｂ ↑ 2件 0.4%

Ｃ 62件 12.0%

管理不全度 件数 割合

Ａ 高い 0件 0.0%

※

※令和4年12月時点で「解体」確認済み。

（参考）前回割合

0.0%

0.3%

8.3%

41.7%

49.7%

0.0%

100.0%合計 515件 100.0%

Ｅ 低い 260件 50.5%

確認できない 9件 1.7%

Ｃ 43件 8.3%

Ｄ ↓ 202件 39.2%

Ａ 高い 0件 0.0%

Ｂ ↑ 1件 0.2%

老朽度 件数 割合

※

外壁 件数 割合

合計 515件 100.0%

問題なし 411件 79.8%

確認できない 8件 1.6%

剥落又は穴あき 34件 6.6%

下地一部露出 62件 12.0%
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■所有者等意向調査結果 

・建築物の建築時期について 

図表 29 のとおり、ＡとＢの合計（昭和 56 年 5 月までに建築された旧耐震基準の建物）

が 63.9％となっています。平成 28 年度調査ではＡとＢの合計が約 62％となっており、建

築物の老朽化が若干進んでいる状況が窺えます。 

 

図表 29 建築物の建築時期 

 

 

 

 

 

 

 

・建築物の状態について 

図表 30のとおり、Ａ「現在でも問題なく住める（利用できる）状態である」が 47.7％と

なっており、平成 28年度調査時より、9.9ポイント増加しています。 

 

図表 30 建築物の状態 

 

 

 

 

 

 

 

  

24.3%

14.3%

37.3%

49.6%

16.8%

20.3%

2.2%

1.9%

10.3%

9.0%

9.2%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H28（N=185）

R4（N=266）

Ａ．昭和40(1965)年以前 Ｂ．昭和41(1966)年～昭和56(1981)年5月

Ｃ．昭和56(1981)年6月～平成12(2000)年5月 Ｄ．平成12(2000)年6月以降

Ｅ．わからない 不詳

37.8%

47.7%

28.6%

23.7%

10.8%

11.7%

1.1%

1.5%

4.9%

5.6%

3.2%

3.8%

14.6%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H28（N=185）

R4（N=266）

Ａ．現在でも問題なく住める(利用できる)状態である

Ｂ．一部改修すれば使用できる

Ｃ．危険性はないが使用できる状態ではない

Ｄ．このままでは危険である

Ｅ．把握していない（わからない）

Ｆ．その他

不詳
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・利活用の意向について 

図表 31 のとおり、Ａ「条件次第で利活用したい」が 51.9％と約半数となっています。Ａ

「条件次第で利活用したい」とＢ「利活用するつもりはない」の割合は平成 28 年度調査

時とそれほど変わっていません。 

 

図表 31 利活用の意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利活用する上での行政に期待する支援について 

図表 32 のとおり、「建て替えやリフォーム費用の助成」、「取り壊し費用の助成」、「様々

な相談ができる総合的な相談窓口」が多くなっているほか、専門家の紹介についても多く

の回答がありました。 

 

図表 32 利活用する上で行政に期待する支援（令和４年度） 
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38 

33 

25 

54 

59 

16 

0 10 20 30 40 50 60 70

Ａ．様々な相談ができる総合的な相談窓口

Ｂ．建て替えや売却など、建築や不動産の専門家の紹介

Ｃ．相続や税金問題などに詳しい専門家の紹介

Ｄ．建物の耐震性、老朽化による危険性診断の支援

Ｅ．取り壊し費用の助成

Ｆ．建て替えやリフォーム費用の助成

Ｇ．その他

（件）

45.9%

51.9%

38.4%

41.4%

16.2%

6.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H28（N=185）

R4（N=266）

Ａ．条件次第で利活用したい Ｂ．利活用するつもりはない 不詳
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・行政や民間事業者、市民活動団体等に貸す意向について 

図 33のとおり、Ｈ「行政等に貸す意向はない」が、52.6％と最も多くなっており、平

成 28年度調査時から、13.7ポイント増加しています。 

一方で、Ａ～Ｅの回答割合が平成 28年度調査時より増加しており、地域貢献に資する

利活用を選択肢の１つとして回答した方も一定数見られました。 

 

図表 33 行政や民間事業者、市民活動団体等に貸す意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.2%

9.2%

7.0%

5.9%

7.6%

1.1%

14.1%

38.9%

16.9%

14.3%

10.2%

9.4%

8.6%

0.8%

11.7%

52.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Ａ．管理を行ってくれるのであれば、貸し

てもよい

Ｂ．行政から貸主（所有者等）に助成金が

出るのであれば、貸してもよい

Ｃ．地域活性化のため使うのであれば、貸

してもよい

Ｄ．高齢者支援サービスのために使うので

あれば、貸してもよい

Ｅ．子育て支援サービスのために使うので

あれば、貸してもよい

Ｆ．建物を取り壊して公共用地（公園等）

として行政に使用してもらいたい

Ｇ．その他

Ｈ．行政等に貸す意向はない

H28（N=185） R4（N=266）
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（６）空き家等に関する取組状況 

①国及び都の取組状況 

国 ■空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の 3,000万円特別控除）

の適用対象を拡大（令和元年度） 

本特例措置について、令和元年１２月３１日までとされていた適用期間が令和５年１２

月３１日までに延長されることとなり、特例の対象となる家屋についても、これまで被相

続人が相続の開始の直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居

していた場合も対象に加わることとなりました。 

■空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針の改定（令

和３年６月） 

特定空家等の対象に「将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが

予見される」空家等も含まれる旨が明記されたほか、所有者等の所在を特定できない場合

等において、「市町村長が民法上の不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立て

を行うことも考えられる」旨などが明記されました。 

■民法・不動産登記法の改正及び相続土地国庫帰属制度の創設 

所有者不明土地等の「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から民事基本法制の総合的

な見直しが行われています。（令和５年４月から段階的に施行） 

■空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年６月公布） 

所有者の責務強化、空家等の活用拡大、管理の確保、特定空家等の除却等に総合的に取

り組むため、令和５年６月１４日に公布されました。公布の日から６か月以内に施行され

る予定です。 

【法律の概要】 

（１）所有者の責務強化 

     現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加 

（２）空家等の活用拡大 

  ①空家等活用促進区域 

   ・市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めた場合に接道規制や

用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進 

   ・市区町村長は、区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請 

   ②空家等管理活用支援法人 

   ・市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組む NPO 法人、社団法人等を空家等管理活

用支援法人として指定 

（３）空家等の管理の確保 

   ①特定空家化を未然に防止する管理 

・市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等

として、指導、勧告を行う。 

   ・勧告を受けた管理不全空家等の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除 
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  ②所有者把握の円滑化 

  ・市区町村から電力会社等に情報提供を要請 

（４）特定空家等の除却等 

  ①状況の把握 

   ・市区町村長に報告徴収権を付与 

  ②代執行の円滑化 

   ・特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度

を創設 

   ・所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化 

   ③財産管理人による空家の管理・処分 

   ・市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与 

東

京

都 

■東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業（平成３０年度開始） 

空き家に係る普及啓発の取組と空き家所有者等及び空き家活用希望者からの相談に無

料で応じるワンストップ相談業務を一体的に実施する民間事業者等の支援を行うこと

で、空き家の利活用等を推進しています。 

■エリアリノベーション推進支援事業（令和元年度開始） 

区市町村と民間事業者が連携して特定のエリア における空き家等の集中的・連鎖的な

活用や再生を推進する取組に対し、財政支援を行っています。 

■民間空き家対策東京モデル支援事業（令和２年度開始） 

先端技術を駆使した空き家対策や「空き家予備軍」へのアプローチを通じた空き家の発

生抑制に資する取組、東京ささエール住宅に改修する取組への支援など、民間の力や知見

を空き家対策に活用する施策を展開しています。 

■東京における空き家施策実施方針（令和５年３月策定） 

東京都は、「既存住宅市場での流通促進」、「地域資源としての空き家の利活用」、「利活用

見込みがない空き家の除却等」の３つの視点を踏まえ、区市町村による空き家対策への支

援はもとより、民間事業者との連携・協力、所有者等への普及啓発など、東京の空き家対

策を強力に推進していくこととしています。 

なお、区市町村の具体的な役割として以下のような取組が求められています。 

・継続的な空き家の実態把握に努めるとともに、空家等対策計画を策定・改定し、計画的

な空き家対策に取り組む。 

・空き家の所有者等や関係団体、専門家等と連携して、空き家の利活用等に取り組むとと

もに、管理不全空家等に対して適切な対策を図るなど、地域の特性に応じた空き家施策を

展開する。 

・高齢の住宅所有者が住まいを相続する世代等に円滑に引き継げるよう、空き家担当部局

と福祉部局等とが連携して、空き家対策に係る普及啓発を行う。 
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②市の取組状況 

・空き家等に関する相談 

本市では、平成 24年度の条例制定以降、空き家等の相談戸数等の集計を行っております。 

図表 34 のとおり、相談戸数は減少傾向にあり、解決戸数は増加傾向となっております。

また、相談内容の内訳は、図表 35 のとおり、「草木繁茂・害虫・害獣発生」の割合が高

くなっています。 

 

図表 34 相談戸数等           単位（戸） 

 相談戸数 解決戸数 ＊1 対応中 ＊2（累積） 

平成 24年度～30年度 379 157 222 

令和元年度 66 38 250 

令和 2年度 44 35 259 

令和 3年度 35 55 239 

＊1 空き家等の解体及び居住開始した箇所 

＊2 草木の伐採等で一旦解決が図られた場合でも、時間の経過ととも近隣住民等に影響を及ぼす可能性のあ

る空き家等は解決戸数に含めず、この中に含めています。 

 

図表 35 相談内容の内訳           単位（戸） 

主たる相談内容 

令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

相談戸

数 
割合 

相談戸

数 
割合 

相談戸

数 
割合 

草木繁茂・害虫・害獣発生（猫な

どの小動物を含む） 
35 53.0% 35 79.5% 29 82.9% 

建物の劣化・腐食による倒壊、及

び部材飛散の危険 
20 30.3% 8 18.2% 3 8.6% 

防犯上の問題・不安（不審者の侵

入など） 
11 16.7% 1 2.3% 3 8.6% 

合 計 66 100% 44 100% 35 100% 
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・前計画に基づく実施状況 

前計画では、「空き家化の予防（発生抑制）」、「空き家等の適正管理」、「空き家等の利活

用」を基本方針としています。この基本方針に基づいた具体的な対策の主な実施内容は下

表のとおりです。 

 

・空き家化の予防（発生抑制） 

具体的な対策 主な実施内容 

① 空き家化の予防、住ま
いの適正管理に向けた対策 

・固定資産税・都市計画税納税通知書に、空き家の譲渡所得
3,000万円特別控除のお知らせを掲載し、周知を図った。 
・空き家セミナー・個別相談会を毎年度、２回開催し、空き
家化の予防や適正管理等について意識啓発を図った。 
・空き家等対策パンフレットを作成し、自治会や高齢者福祉
施設等へ配布した。 
・「高齢者のしおり」に空き家等に関する相談窓口を掲載し
た。 
・地域団体向けに、出張講座を開催し、空き家問題等に関す
る啓発を行った。 

② 空き家等情報の提供に
関する協定 

・平成２８年度に空き家情報の提供に関する協定を締結して
いる、小平市シルバー人材センターから、毎年度、空き家情
報の提供を受けて、空き家の適正管理業務や空き家等実態調
査にて活用を図った。 

③ 空き家等の所有者等の
様々な悩みに対応できる相
談体制の整備 

・空き家所有者等から今後の処遇等について相談があった際
に、市と協定を結んでいる専門家団体の相談窓口や東京都の
空き家ワンストップ相談窓口を案内するなど、既存の相談体
制を活かした支援を行った。 
・民間事業者が実施する市民向けの空き家セミナーや個別相
談会を後援するなど、市民が空き家に関する様々な悩みに対
応できる相談機会の拡大に努めた。 

 

・空き家等の適正管理 

具体的な対策 主な実施内容 

①所有者等による主体的な
適正管理の促進 

・市ホームページ及び市報に空き家等の適正管理を促す記事
を掲載し、周知を図った。 
・市が把握している空き家等へ毎年度、年３回実施し、管理
不全となっている空き家所有者等に対し、条例に基づく助言
等を通じ、所有者等自身による適正管理を促した。 

②適正管理対策に関する実
施体制の確立 

・毎年度、庁内検討会議を開催し、庁内関係課と小平市の空
き家等の現況や今後の対策等について情報交換を行った。 
・協定を締結している専門家団体と情報交換会を開催したほ
か、空き家等対策業務の中で各専門家団体の空き家等に関す
る取組について情報共有を行うなどの連携を図った。 

③管理不全な状態の空き家
等に対する措置 

・法に基づき、空き家所有者等の所在等調査を行ったうえ
で、適正管理を促す必要がある所有者等に対し、文書等によ
り改善依頼を行った。 
・適正管理を促す文書送付等を行っても改善がみられない所
有者等に対し、臨戸訪問を実施した。 
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・空き家等の利活用 

具体的な対策 主な実施内容 

①民間事業者による流通・
利活用の推進 

・東京都の空き家ワンストップ相談窓口、マイホーム借上げ
制度等の空き家等対策リーフレット等を窓口に配架し、民間
事業者による利活用等の推進を図った。 

②相談体制の充実 

・空き家所有者等から地域のまちづくりやコミュニティの資
源としての活用を申し出てきた場合には専門家団体や東京都
の空き家ワンストップ相談窓口に相談するよう促すととも
に、庁内検討会議で協議する体制を整えているが、これまで
相談実績はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

（７）空き家等対策に係る課題  

法改正や前述の現状を受けて、小平市の空き家等に係る課題は以下のとおりです。 

 

現状１ 

 １世帯当たりの人口は減少傾向となっていることから、今後も核家族化や単身世帯の増

加が進行しているものと推測されます。（P7 図表 7） 

 市の総人口は令和７(2025)年から減少となることが予測されており、少子高齢化が一層

進行することが予想されます。（P8 図表 9） 

 

課題１ 

○ 空き家が増加しないよう、その発生を予防し、空き家となった場合には適切な管理や利

活用の促進が求められます。 

 

 

 

現状２ 

 戸建住宅に住む 65歳以上の者のみの世帯数と高齢単身世帯数が増加しています。(P8 図

表 8) 

 空き家等実態調査結果（平成 28年度・令和４年度）によると、平成 28年度と令和４年

度を比べると、戸建住宅の空き家が 178件増加しています。また、「店舗兼住宅」や「事

務所等」の空き家が増加しています。（P17 図表 23） 

 

課題２ 

○ 高齢者のみの世帯が、将来、自宅を空き家にしないための取り組みを進める必要があり

ます。所有者等への具体的な情報提供や意識啓発と合わせて地域で気軽に相談できる

窓口の設置が求められます。 

○ 住まいの継承に関する情報提供及び相続等に関する相談窓口の設置も必要です。 

○ いわゆる「空き店舗」の件数も増加傾向にあることから、空き店舗等の解消に向けた

対策が必要です。 
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現状３ 

 空き家等の半数以上が旧耐震基準の建物となっています。（P17 図表 24） 

 建物の外壁や屋根に損傷がある空き家が一定数存在しています。（P17 図表 25 P18 図

表 26） 

 

課題３ 

○ 空き家を有効に活用していくには、旧耐震基準の建物の除却や建替え、耐震改修の促進

が必要です。 

○ 管理不全な状態の空き家が増加傾向となっていることから、引き続き、自主的な適正管

理を所有者等へ求めるとともに、管理代行事業者等の情報を提供することが必要です。 

 

 

 

現状４ 

 空き家等の管理不全度が進行している状況が確認できます。 

（P18 図表 28） 

 空き家等実態調査結果（令和４年度）によると、利活用する上での行政に期待する支援

について、建て替えやリフォーム費用の助成、取り壊し費用の助成、様々な相談ができ

る総合的な相談窓口が挙げられています。（P20 図表 32） 

 

課題４ 

○ 老朽危険空き家及び管理不全空き家を予防するために、建て替えやリフォーム、取り壊

し費用の助成支援、総合的な相談窓口の設置が求められます。 

○ 空き家の適切な管理や利活用に関しての様々な情報とあわせ、管理不全となった空き家

を放置しておくことによるデメリットについても、空き家所有者等に効果的に周知する

ことが求められます。 

○ 法による措置にいたることのないよう適正な維持管理を所有者等に求めるとともに、管

理代行事業者等の情報を提供することが必要だと思われます。 

○ 所有者等に空き家の利活用や除却に関する必要な情報を積極的に提供することが必要で

す。 
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３．空き家等対策の方針 

 

（１）空き家等対策の基本的な方針 

現在、本市の空き家等は概ね適正な状態であることを確認しておりますが、今後、高齢

化等の進展を背景として空き家等が増加することが予想され、空き家化の予防対策や、管

理が不十分な状態にならないように適正管理や利活用を進めるために、各段階で有効な対

策を進めていきます。 

周辺の生活環境や景観への影響を与える空き家問題は地域社会全体の問題であることか

ら、空き家等の所有者等はもとより、市民等、事業者、市など地域社会に関わる主体が相

互に連携して、多方面からの取組を進めていきます。 

 

基本方針 

Ⅰ 予防的取組の推進 

市場での流通が円滑に行われている本市においては、空き家等の増加や長期化の抑制

を図るとともに、所有者による自主的かつ適切な維持管理を促す意識啓発の取組や、空

き家等の市場流通の促進など予防的な取組を推進します。 

 

Ⅱ 良好な住環境の保全に向けた取組の推進 

空き家所有者等に対し、空き家等の適正管理の必要性などについて周知・啓発し、自

主的な適正管理を促します。また、長期にわたり放置された管理不全空き家等及び今後

発生する可能性のある特定空家等に対し、法及び条例に基づいた必要な措置を講じ、良

好な環境の保全を図ります。 

 

Ⅲ 多様な主体との連携による空き家利活用の推進 

多様な主体との効果的な連携による空き家利活用を推進するとともに、地域資源とし

ての空き家等の利活用を検討します。  
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（２）主体別役割 

空き家等は、第一義的には所有者等の責任で維持管理されるものですが、様々な理由に

より適正に管理されていない空き家等が、市民等の生活環境に影響を及ぼしていることか

ら、空き家等の問題を地域社会の問題と捉え、空き家等の所有者等、市民等、関係団体等

及び市が協力し、それぞれの役割のもとで空き家等対策に取り組みます。 

 

ア 空き家等の所有者等 

住宅を所有する人は、自らの住宅が空き家にならないよう、ライフステージの中で見通

しを立て、早めに対策に取り組むよう努めます。 

また、空き家等の所有者、管理者、相続人は空き家が放置されたままにならないように、

自らの責任において、適正な管理、活用、流通等に努め、相続が発生した場合には、必要

な手続きを速やかに行います。 

 

イ 市民等 

近隣市民、地域コミュニティ団体は、管理不全な空き家等を発見した時は、市への速や

かな情報提供や相談することで、良好な住環境の維持向上に努めることが期待されます。 

 

ウ 関係団体等 

関係団体等は、空き家等の所有者等からの相談に対し、専門的な視点から相続から管理、

活用に至るまで、空き家等の抱える複合的な課題の解決への啓発や支援等が期待されます。 

関係団体等は、NPO法人、法務、不動産及び建築等の空き家に関する専門家団体や関連事

業者等です。 

 

エ 市 

市は、空き家等の実態把握に努めるとともに、空き家等の所有者等への意識啓発や空き

家等の適正な管理の促進などの空き家等対策に取り組むほか、市民等からの空き家等に関

する相談への回答、関係団体等との連携体制の充実に取り組みます。 
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（３）対策を推進するための連携体制 

空き家等対策を円滑に進めるために、関係する様々な主体が連携する体制の整備を図り

ます。 

 

 

図表 36 空き家対策での連携体制のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平市 
 
 

地域安全課 

・空き家等の実態把握 

 

・所有者等への意識啓発 

 

・適正管理の促進等 

 

関係団体等 

 

 

空き家に関する専門家団体 
NPO法人       司法書士会 
宅建業協会     行政書士会 

全日本不動産協会  土地家屋調査士 
建築士事務所協会  りそな銀行 
建設業協会     

 

市民等 

・近隣住民 

・地域コミュニティ団体 

 

 

 

助け合い 

啓発・支援等 

関連事業者等 
管理代行サービス事業者 

建設事業者 
造園事業者 

空き家等の所有者等 

 

 

・売買や賃貸等 

 

・建物や庭の管理 

 

・相続や登記 

 

・リフォームや改築 

 

・問題の解決 

相談 等 

相談 

連携体制 
の充実 

連
携
協
力 

情
報
提
供 

庁内関係部署 

相談等への回答 

相談・情報提供等 

啓発・支援等 


